
一般の中小企業退職金共済制度の概要
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一般の中小企業退職金共済制度は、中小企業においては個々の企業が独力で退職金制度を確立することが困難であ

ることから、中小企業事業主が掛金を拠出し、独立行政法人勤労者退職金共済機構が管理・運用する共済の仕組みに

より、中小企業の従業員（常用労働者）に対して同機構から直接退職金を支給するもの。

国

（独）勤労者退職金共済機構

【一般の中小企業退職金共済制度の仕組み】

掛金を拠出
月額5,000円～30,000円で選択

（短時間労働者は2,000円から選択可）

掛金負担軽減措置
※ 新規加入時や掛金増額時に、
掛金の一部を軽減

退職後
退職金を請求

退職金支給
従業員の退職金請求を受けて、退職金を支給

予定運用利回り：1.0％
（予定運用利回りに基づく、退職金額を政令で規定）

雇用関係
（常時雇用）

中小企業事業主

従業員

累積剰余金
（令和６年度末現在）

退職金支給総額
（令和６年度）

加入従業員数
（令和６年度末現在）

加入事業所数
（令和６年度末現在）

約5,410億円約4,124億円約358万人約37.8万所

管理・運用
勤退機構が定める運用の基本方針
（基本ポートフォリオ等）に基づき、
勤退機構が資産運用する。

※ 累積剰余金は給付経理の値。
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特定業種退職金共済制度の概要
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特定業種退職金共済制度は、厚生労働大臣が指定する特定業種（建設業・清酒製造業・林業）の中小企業事業主が

雇用日数に応じて証紙を退職金共済手帳に貼付するなど（※）して支払い、独立行政法人勤労者退職金共済機構が管

理・運用する共済の仕組みにより、従業員（期間雇用労働者）が業界で働くことをやめた際に、同機構から直接退職

金を支給するもの。※令和２年10月から建退共では、電子申請による掛金納付が可能となっている。

国

（独）勤労者退職金共済機構

【特定業種退職金共済制度の仕組み】

掛金を拠出
（金融機関を通じて証紙を購入）

掛金日額（勤退機構が定める特定業種退職金共済規程で規定）
建設業：320円、清酒製造業：300円、林業：470円

掛金負担軽減措置
※ 新規加入時に掛金の一部を軽減

業界から引退後
退職金を請求

退職金支給
従業員の退職金請求を受けて、退職金を支給

雇用日数に応じ
共済手帳に証紙を貼付

予定運用利回り
（予定運用利回りに基づく、退職金額を政令で規定）
建設業 ：1.3％（※） 清酒製造業：2.3％
林業 ：0.1％

※令和８年10月を目途に1.5％に引き上げ

雇用関係
（期間雇用）

特定業種の中小企業事業主

従業員

林業清酒製造業建設業
約0.3万所約0.2万所約17.5万所加入事業所数（令和６年度末現在）
約２万人約0.4万人約210万人加入従業員数（令和６年度末現在）
約13億円約0.9億円約603億円退職金支給総額（令和６年度）
△約１億円約24億円約734億円累積剰余金（令和６年度末現在）

管理・運用
勤退機構が定める運用の
基本方針（基本ポート
フォリオ等）に基づき、
勤退機構が資産運用する。

※ 累積剰余金は給付経理の値。



中小企業退職金共済制度の現況（１）
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中小企業退職金共済制度の現況（２）
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予定運用利回りの推移

55

一般の中小企業
退職金共済制度

6.0％昭和34年５月
6.25％昭和36年４月
6.6％昭和61年12月
5.5％平成３年４月

4.5％平成８年４月

3.0％平成11年４月
1.0％平成14年11月

○一般の中小企業退職金共済制度の

予定運用利回りの推移

林業清酒製造業建設業

－－6.0％昭和39年10月
－6.0％↓昭和42年10月
－6.25％6.25％昭和50年12月

6.25％↓↓昭和57年１月
↓6.6％6.6％昭和61年12月

3.7％4.5％↓平成９年７月

↓↓4.5％平成10年１月
2.1％2.3％↓平成12年７月
0.7％↓2.7％平成15年10月
0.5％↓↓平成27年10月
↓↓3.0％平成28年４月

0.1％↓1.3％令和３年10月

↓↓1.5％令和８年10月
（予定）

○特定業種退職金共済制度の

予定運用利回りの推移



特定業種退職金共済制度の掛金日額限度額の推移

66

①昭和５０年改定における掛金日額上限の引上げ
制度発足当時における賃金水準に比べ、一般的に

約３倍となっていることから、上限を300円に設定。
下限は当時の共済規程で定めている日額の最低額。
（建設業：60円、清酒製造業：100円（上限））

②昭和５５年改定における掛金日額上限の引上げ
昭和５０年改定時における賃金水準に比べ、一般

的に約1.5倍となっていることから、上限を450円に
設定。下限は当時の共済規程で定めている日額の最
低額。
（建設業：120円、清酒製造業：150円）

③平成１４年改定における掛金日額上限の引上げ
昭和５５年改定時における賃金水準に比べ、一般

的に約1.8倍となっていることから、上限を800円に
設定。下限は当時の共済規程で定めている日額の最
低額。
（建設業：300円、清酒製造業：300円、林業：450
円（上限））

（参考）一
般中退の上
限（月額）

上限下限

2,000円100円10円昭和３９年

4,000円↓↓昭和４５年

10,000円300円60円昭和５０年

16,000円450円120円昭和５５年

20,000円↓↓昭和６１年

26,000円↓↓平成２年

30,000円↓↓平成７年

↓800円300円平成１４年

○掛金日額の上限・下限の推移



特定業種退職金共済制度の掛金日額の推移
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林 業清酒製造業建 設 業

－－20円昭和39年10月

－50円↓42年10月

－↓60円45年５月

－70円↓46年10月

－100円↓49年11月

－↓120円50年10月

－150円↓52年10月

－200円180円55年12月

150円↓↓57年１月

180円240円200円62年７月

230円300円260円平成３年７月

300円↓↓７年７月

↓↓300円10年１月

450円↓↓13年９月

460円↓310円15年10月

470円↓↓27年10月

↓↓320円令和３年10月

○特定業種別の掛金日額の推移 （参考）一般中退の掛金平均月額の推移

（年度末時点）

平均掛金月額年度

1,208円昭和45年

2,397円50年

3,980円55年

4,905円60年

6,266円平成元年

7,892円５年

9,021円10年

9,297円15年

9,296円20年

9,232円25年

9,505円令和元年

9,772円６年


